
予防接種の実施にあたり、本人の資格確認（住所、年齢等）を行う外、接
種記録の保管・管理を行い、未接種者に対する接種勧奨を実施する。

特定個人情報の使用

・予防接種台帳管理システム・保健管理システム（標準準拠）の定常的な
運用及びメンテナンス等の保守業務について委託
・医療機関からの請求内容等に関する点検・審査及びパンチデータの作
成業務について委託

ファイル取扱いの委託

特定個人情報の保管・消去

・特定個人情報は施錠管理、入退出管理を行っている部屋に保管
・予防接種法における定期接種実施要領等の規定に基づき保存期間を
定めている。
・保健管理システム（標準準拠）はガバメントクラウドで稼働し、保管につ
いては、ISMAPのリストに登録されたクラウドサービス事業者が保有・管
理する環境に設置し、設置場所のセキュリティ対策はクラウド事業者が
実施する。また、地方公共団体からの操作によってのみデータ削除が実
施される。

　Ⅲ　特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策

◎記載の視点
　評価対象の事務における特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおいて想定されるリスクへの対策につ
いて、Ⅱの記載を踏まえ、評価書に例示されている各リスクに法令上、システム上及び運用上どのように対応
しているかを具体的に確認することで、十分なリスク対策が実施されているかを評価

番号法の規定に基づき、予防接種関連情報ファイルについて提供及び
移転を実施する

特定個人情報の提供・移転

予防接種に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（案）の概要

◎記載の視点
　Ⅰ～Ⅵの記載の結果、評価対象の事務において特定個人情報ファイルを取扱うに際し、個人のプライバ
シー等の権利利益に影響を与える恐れのあるリスクを認識し、想定されるリスクを軽減するための適切な措置
を講じていることを確認の上、宣言

◎記載の視点
　評価対象の事務の全体像を把握するために、評価対象となる事務の内容及び当該事務の流れについて具
体的に記載

感染症のまん延防止のために、予防接種の高い接種率が必要であり、より確実
な接種履歴の把握が必要である。また、健康被害救済の給付手続きにおいて、
他の法令による医療の給付に関する支給状況等を把握する必要がある。

ファイルを取扱う理由

予防接種に関する事務事務の名称（内容）

　表紙　保護の宣言

　Ⅰ　基本情報

概要主な記載項目

予防接種台帳管理システム・保健管理システム（標準準拠）システムの名称

予防接種関連情報ファイル取扱うファイル名

・本人及び本人の代理人
・本市の他の部署からの庁内情報連携
・情報提供ネットワークシステムを通じた他行政機関等

特定個人情報の入手

取扱いのプロセス

　Ⅱ　特定個人情報ファイルの概要

◎記載の視点
　評価対象の事務において取扱う特定個人情報ファイルの内容と、その取扱いプロセスについて具体的に記
載

概要

予防接種に関する事務で取扱う予防接種歴情報ファイルの内容

主な記載項目

接続する
情報提供ネットワークシステムとの
接続

番号法第９条第１項別表第14の項、第126の項利用上の根拠法令

健康局大阪市保健所感染症対策課担当部署



住民の意見聴取

基礎項目評価及び全項目評価の実施が義務付け

パブリックコメント制度により実施

　Ⅴ　開示請求、問合わせ先

◎記載の視点
　特定個人情報の開示等の請求を行う場合の請求先等について具体的に記載

主な記載項目 概要

開示請求、問合わせ先
〒530-8201
　大阪市北区中之島1丁目3番20号
　大阪市総務局行政部行政課（情報公開グループ）

　Ⅵ　評価実施手続き

◎記載の視点
　評価手続について具体的に記載

主な記載項目 概要

しきい値判断結果

主な記載項目 概要

自己点検・監査
事務が評価書の記載内容のとおり運用され、かつ、リスク対策が実際に
行われているかどうか、自己点検及び内部監査により確認する。

従事者への教育・啓発
・セキュリティ実施手順を定めており、職員に対して研修・啓発を行ってい
る。

◎記載の視点
　Ⅰ、Ⅱの記載内容が正確かどうか、及びⅢにおいて記載したリスク対策が実際に行われているかどうかにつ
いての確認方法及び、事務従事者への教育内容について具体的に記載

特定個人情報の使用
（目的を越えた紐付け、権限のない者の
不正使用、事務外の使用、情報の不正
な複製等のリスク）

・システムを取扱う職員毎にIDとパスワードを付与し、適切な管理を行うと
共に、端末操作ログの記録を行い、不正な使用を抑止する。

ファイル取扱いの委託
（不正な入手、不正な使用、不正な提
供、不正な保管・消去等のリスク）

・契約書等に個人情報取扱いの措置について規定。
・委託先が個人情報を取扱う場合は、特定の作業場所で行うこととしてい
る。
・個人情報の外部への持ち出しを禁止している。

特定個人情報の提供・移転
（不正な提供、不適切な方法の提供、
誤った情報の提供の等のリスク）

・番号法に基づき認められる情報のみしか提供しない。
・番号法に基づき認められる提供先のみにしか情報連携しない。

情報提供ネットワークシステムとの
接続
（目的外の入手、安全でない方法による
入手、情報が不正確、情報の漏えい・紛
失・不正な提供・不適切な方法での提
供、誤った提供等のリスク）

・番号法に基づき認められる情報のみの入手と提供しか行われない。
・高度なセキュリティを維持した行政専用のネットワーク（総合行政ネット
ワーク等）を利用することで安全性を確保している。

特定個人情報の保管・消去
（情報の漏えい等、古い情報のまま更
新されない、情報が消去されない等のリ
スク）

・保管場所の入退出管理等の物理的対策及びOSのセキュリティパッチ
の適用等の技術的対策を実施。
・データについては、最新化した状態で保管している。
・保健管理システム（標準準拠）はガバメントクラウドで稼働し、国及びク
ラウド事業者は利用者のデータにアクセスしない契約等となっている。シ
ステムのサーバ等は、クラウド事業者が保有・管理する環境に構築し、そ
の環境には認可された者だけがアクセスできるよう適切な入退室管理策
を行い、事前に許可されていない装置等に関しては、外部に持出できな
いこととしている。また、特定個人情報を保有するシステムを構築する場
合は、インターネットとは切り離された閉域ネットワークで構成される。

特定個人情報の入手
（目的外の入手、不適切な方法の入
手、不正確な情報の入手、入手の際の
情報漏えい・紛失等のリスク）

・情報入手の際、カナ氏名、生年月日、性別などの基本情報に加え予防接種固
有の個別番号を確認することにより、対象外の情報を入手するリスクを低減す
る。
・個人番号カード又は通知カード及びその他本人確認書類（母子手帳等）の確認
を行い、対象者以外の情報の入手を防止している。
・情報セキュリティポリシーの周知を職員に行い、情報漏えい等への対策を実施

主な記載項目 概要


